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平成２６年第３回幸田町議会定例会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２６年９月９日（火曜日）午前９時０６分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸報告 

日程第４ 町長の所信表明 

日程第５ 報告第４号 財政健全化判断比率等について 

日程第６ 第42号議案 副町長の選任について 

日程第７ 第43号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

     第44号議案 教育委員会委員の任命について 

日程第８ 第45号議案 幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

           基準を定める条例の制定について 

     第46号議案 幸田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

           の制定について 

     第47号議案 幸田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

           る条例の制定について 

     第48号議案 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正について 

     第49号議案 幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正について 

     第50号議案 幸田町不燃物処理場の設置及び管理に関する条例の廃止について 

     第51号議案 平成２６年度幸田町一般会計補正予算（第３号） 

     第52号議案 平成２６年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第53号議案 平成２６年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第54号議案 平成２６年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     第55号議案 平成２６年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第56号議案 平成２６年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算 

           （第１号） 

     第57号議案 平成２６年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第58号議案 平成２６年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成２５年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成２５年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成２５年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第４号 平成２５年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第５号 平成２５年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 平成２５年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決 

           算認定について 
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     認定第７号 平成２５年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

     認定第８号 平成２５年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第９号 平成２５年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 中 根 秋 男 君  ２番 杉 浦 あきら君  ３番 志 賀 恒 男 君 

  ４番 鈴 木 雅 史 君  ５番 中 根 久 治 君  ６番 都 築 一 三 君 

  ７番 池 田 久 男 君  ８番 酒 向 弘 康 君  ９番 水 野千代子 君 

  10番 夏 目 一 成 君  11番 笹 野 康 男 君  12番 内 田  等 君 

  13番 丸山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 浅 井 武 光 君 

  16番 大 嶽  弘 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

企 画 部 長 大 竹 広 行 君 総 務 部 長 小 野 浩 史 君

住民こども部長 桐 戸 博 康 君 健 康 福 祉 部 長 鈴 木  司 君

環 境 経 済 部 長 清 水  宏 君 建 設 部 長 近 藤  学 君

教 育 長 小 野 伸 之 君 教 育 部 長 春日井輝彦 君

消 防 長 山 本 正 義 君
消 防 次 長 兼
消 防 署 長

壁 谷 弘 志 君

会 計 管 理 者 兼
出 納 室 長

牧 野 洋 司 君 監 査 委 員 羽根渕保博 君

監 査 委 員 内 田  等 君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 山 本 忠 志 君    

────────────────────────────── 

○議長（大嶽 弘君） 皆さん、おはようございます。 

   平成２６年第３回幸田町議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

   議員各位には、公私極めて御多用のところ御出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

   本定例会に提出されました議案は、お手元の議案目録のとおり、報告案件１件、人事

案件３件、単行議案６件、平成２６年度補正予算８件、並びに平成２５年度決算認定９

件、合わせて２７件の重要な案件が提出されております。 
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   議会といたしましては、町民生活の安定と福祉の向上のため十分な審議を行い、町民

の付託にこたえるべく努力したいと思うところであります。 

   議員各位には慎重なる審議と円滑な議会運営に格別の御協力をお願い申し上げます。 

   ９月に入りまして、秋の気配が色濃くなってきました。朝晩涼しさを感じるきょうこ

のごろでありますが、このところの天候は不順で不安定な日が続いております。季節の

変わり目でもあり、皆様にはくれぐれも御自愛くださいまして議会に望んでいただきま

すよう重ねてお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

   ここでお諮りします。 

   本日、議場において、三河湾ネットワーク社が取材で議場内のカメラ撮影をされます。

これを許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、議場内のカメラ撮影は許可することに決定しました。 

   定例会招集に当たり、町長の挨拶を行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 皆さん、おはようございます。 

   本日は、ここに平成２６年第３回幸田町議会定例会をお願いいたしましたところ、議

員の皆様方には公私とも大変御多用のところ、早朝より御出席いただき、大変ありがと

うございます。 

   平素、議員各位におかれましては、町政各般にわたりまして何かと御指導・御高配を

賜っており、改めて厚く御礼を申し上げます。 

   さて、今定例会に提案させていただきます議案は、報告案件１件、人事案件３件、単

行議案６件、平成２６年度補正予算８件、平成２５年度決算認定９件、合わせて２７件

でございます。 

   特に、決算は平成２５年度予算がどう活用されたか、１年間の行政運営の総括であり

次年度以降の参考となる極めて重要なものばかりでございます。全議案とも慎重かつ円

滑に御審議の上、可決・承認を賜りますよう、まずもってお願いを申し上げます。 

   また、一般質問につきましては、９名の議員の皆様から御通告をいただいております。

どなたの質問も今後の町政推進上、時宜を得た重要な質問ばかりでございます。真摯に

受けとめまして誠意を持って対応させていただきますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

   ここで２点ほど、御報告と御案内を申し上げます。 

   １点目でございますが、町営住宅にかかわる住宅明渡訴訟の件でありますが、建物明

渡等請求訴訟の控訴審の判決が出されましたので、本日、配付させていただいたと思い

ます。明け渡しに向けての判決が確定するか、さらに上告されるか不明ですが、情報が

入り次第御連絡いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

   ２点目は、９月２８日（日）に第１１回こうた福祉・ボランティアまつりが中央公民

館にて開催されます。ボランティアや福祉団体がふだん行っている活動を町民の皆さん
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に御紹介されるボランティアまつりであります。議員の皆様方におかれましても、御参

加をお願いいたします。 

   以上、開会に当たっての御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） ここで、総務部長から発言の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

   総務部長。 

〔総務部長 小野浩史君 登壇〕 

○総務部長（小野浩史君） 議長のお許しをいただきましたので、発言をさせていただきま

す。 

   本日、お手元のほうに町長所信表明及び町営住宅明渡請求控訴についての判決概要に

ついて配付をさせていただきましたので、よろしくお願いを申し上げます。 

   以上でございます。 

〔総務部長 小野浩史君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しております

から、平成２６年第３回幸田町議会定例会は成立いたしました。 

   よって、これより開会いたします。 

                             開会 午前 ９時０６分 

○議長（大嶽 弘君） 地方自治法第１２１条の規定により議案説明のため出席を求めた理

事者及び監査委員は、お手元に印刷配付のとおりでありますから、御了承願います。 

   ただいまから、本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０６分  

○議長（大嶽 弘君） 議事日程は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を１番 中根秋男君、２番 

杉浦あきら君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   今期定例会の会期は、本日９月９日から１０月６日までの２８日間といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日９月９日から１０月６日までの２８日間と決定いたしました。 

   なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に印刷配付の定例会会期日程表のと

おりでありますから、御了承願います。 
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──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第３、諸報告を行います。 

   例月出納検査５月分、６月分の２件と定期監査１件であります。なお、お手元に印刷

配付のとおりですから、御了承願います。 

   次に、今回の定例会までに受理した請願、陳情などは、お手元に印刷配付のとおり陳

情が１０件であります。これは、会議規則第９２条の規定により、陳情第７号、第８号、

第９号、第１０号、第１１号は総務委員会に、陳情第１２号は産業建設委員会に、陳情

第３号、第４号、第５号、第６号は文教福祉委員会にそれぞれ付託します。 

   次に、常任委員会及び特別委員会の閉会中の活動状況は、お手元に印刷配付のとおり

でありますから、御了承願います。 

   以上をもって、諸報告を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第４、町長の所信表明を行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 本日、ここに町長就任後、初めての議会定例会に当たり、御挨拶

を申し上げるとともに、所信を述べ、施政の方針を明らかにし、議員の皆様方を始め、

町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

   このたびの町長選挙におきましては、無投票当選をさせていただき、身に余る光栄で

あり、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

   また、過去４年間、リーマンショック・トヨタショック・政権交代・長引く景気低迷

など、極めて厳しい状況の中での町政運営に当たり、町民の皆様に我慢をお願いしたこ

ともありました。そんな中、多くの町民から賜った温かい御理解と御支援に対しまして

も、心から厚く御礼申し上げます。 

   私は、町政運営に携わる者の１人として、改めてその責任の重さを痛感しており、２

期目に際しましては、さらなる発展を目指し、一層の努力を傾ける所存でありますので、

よろしくお願いいたします。 

   さて、ことしは町村合併６０周年と大きな節目の年であります。行財政環境の厳しい

時代を乗り越え、職員の意識改革や行財政改革に取り組みながら、町民の皆様と話し合

い、顔の見える行政、町民の皆様とともに歩む町政を推進し、飛躍する年にしたいと考

えます。 

   そして、さらに一歩先の「幸せな町、幸田町」の実現に向け、全力で取り組んでまい

ります。 

   まず、１つ目は、「安心安全な町」であります。 

   災害については、地震ハザードマップの作成や町の安全を見守る防犯カメラの設置を

拡充し、防災体制をさらに充実させます。また、南海トラフ巨大地震などに備えた防災

連携及び災害応援協定を結んだ市町との連携を強化し、大災害に備えます。 
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   防犯については、相見駅前交番の設置を推進し、さらなる治安維持に務めます。 

   ２つ目は、「健康に暮らす町」であります。 

   誰もが生き生きと健康に暮らせること。障がい者や高齢者だけでなく、御家庭で毎日

の介護等で疲れている方々に目を向けたフォローを手厚くし、福祉医療制度の維持、地

域のヘルスケア見守りサービスの支援の充実を図ります。 

   そして高齢者が健康で楽しく暮らせるように、高齢者の交流や居場所づくりを推進し

ます。 

   また、幸田町で安心して出産ができる産婦人科病院の誘致や安心して管理を任せられ

る公営墓地建設計画も推進していきます。 

   ３つ目は、「広域行政の推進」であります。 

   近隣の市との友好な関係を保ちながら、持続可能なまちづくりを目指します。 

   また、長崎県島原市との姉妹都市の推進を検討してまいります。 

   ４つ目は、「子どもたちが元気な町」であります。 

   子どもの育つ町、子どもの交流と居場所づくりに向けて、６小学校区に児童館の建設

を推進します。また、母親の社会進出をサポートし、保育園に民間活力を導入しながら、

安心して子育てができるような支援をしていきます。 

   ５つ目は、「産業が活気づく町」であります。 

   遊休農地や休耕地の有効活用を行い、５・１０の市で農業や商業の再起動を支援しま

す。また、幸田駅、三ヶ根駅、相見駅、これら３駅と国道２３号、２４８号などの地の

利を生かして企業立地を行い、新産業の創成を推進します。 

   ６つ目は、「都市基盤整備の推進」であります。 

   幸田駅と三ヶ根駅の修繕、橋上化の検討と周辺整備、及び相見駅の周辺整備を推進し

ます。岩堀、六栗、深溝地区の土地区画整理も推進します。また、公共施設の長寿命化

や改修に向けた総合管理計画の作成、こうた凧揚げまつりの会場でもある、菱池遊水地

の利用計画を作成します。 

   ７つ目は、「自然と共生、豊かな環境」であります。 

   豊かな自然環境を維持するため、循環型社会を目指します。また、里山、鎮守の森、

ホタル、かわせみ、自然豊かな緑地などを保全し、快適で暮らしやすく、環境に優しい

まちづくりを目指します。 

   ８つ目は、「文化の香りただよう町」であります。 

   今日まで先人から受け継いだ貴重な文化財を大切に守りながら管理保存を行い、学術、

文化、芸術、郷土歴史館などの複合施設の建設を推進します。また、茶華道室の建設を

検討します。 

   ９つ目は、「行政改革と住民サービス向上」であります。 

   各種委員会などにおいて、女性の登用を積極的に行います。 

   幸田町障害者地域活動支援センター「つどいの家」の指定管理者制度を検討します。

また、教育会館、相談窓口支援センターの開設を検討します。そして、町立体育館の建

設を推進します。 

   以上、これらの取り組みを実現するため、国や県はもとより隣接する市とも連携を密
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にしながら、持続可能な町政運営を進めてまいります。 

   幸田町は、愛すべきすばらしい町です。町民の皆様とともに、「幸せな町、幸田町」

の実現に向けて、きのうをきょうに、きょうを明日へ着実につなげていくため、気持ち

を新たに全力で当たる所存であります。議員各位を始め、町民の皆様に御理解と御協力

を賜りますよう、重ねてお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。 

   ありがとうございました。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 町長の所信表明は終わりました。 

   日程第５、報告第４号 財政健全化判断比率等について報告を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

   報告第４号でございます。財政健全化判断比率等について御説明申し上げます。 

   この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定に基づいて、監査委員の意見を付して報告させていただくもの

であります。 

   ２ページをごらんいただきたいと存じます。 

   まず、１の健全化判断比率の４つの指標のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率に

つきましては黒字となりましたので、数値は計上されませんでした。 

   次に、実質公債費率は過去３年間の平均値であり、本年度は８.５％で前年度比０.

９％の減となり早期健全化基準の２５％を下回っています。 

   将来負担比率については、将来、負担額以上に積立基金等の充当可能財源があります

ので、昨年同様、数値は計上されませんでした。 

   また、２の公営企業の資金不足比率につきましては、農業集落排水事業特別会計、下

水道事業特別会計、水道事業会計の３会計全てにおいて黒字となり、数値が計上されま

せんでした。 

   この健全化判断比率の４つの指標のうち、数値が１つでも基準を上回りますと、早期

健全化計画等の作成が義務づけられますが、本町は全て基準値以下であります。なお、

各比率の明細につきましては、議案関係資料１ページから４ページをごらんいただきた

いと思います。 

   以上、報告させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時１９分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時４３分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第６ 
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○議長（大嶽 弘君） 日程第６、第４２号議案 副町長の選任についてを議題といたしま

す。 

   ここで、地方自治法第１１７条の規定を準用して、副町長の退席を求めます。 

〔副町長 成瀬 敦君 退場〕 

○議長（大嶽 弘君） 朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書の５ページから６ページをお開きいただきたい

と存じます。 

   第４２号議案、副町長の選任についてでございます。 

   提案理由といたしましては、幸田町副町長を選任する必要があるからであります。 

   ６ページをお開きいただきたいと存じます。 

   現在、副町長であります成瀬 敦、幸田町大字菱池字縄手下５２番地１、昭和３１年

１２月２日生まれ、５７歳を選任し、地方自治法第１６２条の規定により議会の同意を

求めるものでございます。任期につきましては平成２６年９月１０日から４年間でござ

います。 

   成瀬 敦氏につきましては、昭和５５年に幸田町職員として奉職し、総務企画部門に

長く勤務し、平成９年総務部総務防災課長を歴任されまして、平成２２年９月副町長に

選任され、今日まで私の補佐役として町政運営の推進に努力してくれました。この実績

をもとに最適任者であると考えて再度選任同意をお願いするものでございます。 

   議案関係資料は５ページから７ページでございますので、御参照ください。よろしく

お願いいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以

内とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いします。 

   質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 今の町長の提案説明でいきますと、町政運営に努力をされてきたと、

その努力の内容を含めて適任者であるから再任をしたいと、こういう内容ですよね、ま

とめて言えば。そうしますと、何をもってそれを言うのか、何をもってそれが適任者な

のかということですよね。言ってみれば、適任者はみんな幸田町の職員全部適任者です。

言い方が悪いけど、十把一からげの提案説明で蛇によって現副町長の成瀬敦氏を再任を

したいと。これじゃあ説明にならんです。もっと言うならば、地方公務員法３５条は何

と書いてある。職員の職務専念義務とある。職員は全力を挙げて職務に専念をしなけれ

ばならないと、こういう規定がある中で、職員としてその日々の職務を遂行していると
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いう点からいけば、適任者であって当たり前ですよ。適任者でなければ罷免すればいい、

処分すればいい。ですから、ナンバー２たる副町長としてこの人がなぜ適任かという点

からいくと、いや努力してもらってきたわと、それほど軽いものかと。もっと副町長は

俺の右腕だか左腕だか知らんけどね、こういう形で４年間頑張ってこられたと、だから

引き続き再任をしていただきたい、こういうのが提案の趣旨である。私はそう理解する

わけであります。そうしたときに、じゃあ４年間何をやってきたのか、どういうことが

適任者として頑張ってこられたのかということが問われてくるわけですが、その入り口

の段階でもう何もあらへんわけだ。適任者はだからって、お説のとおりでしょう、そり

ゃあ、私はそうは思わないけれども。思わないけれども、提案者が適任者だと言われれ

ば、じゃあなぜかというものがきちっと理由づけされて、議員だけじゃなくて町民にす

べからく、内容のよしあしはともかくとして適任者としてこういう仕事を４年間やって

こられたと、だから私は再任をしたいというのが大義名分としてでも出てこないとあか

んわけですよ。全く聞こえんじゃない、どうですか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 人それぞれ見方は違うというふうに思っておりますけれども、私

はこの４年間、副町長を選任して、彼のひたむきな努力というものを目の当たりにして

現在があるわけであります。私自身がこうして立っていられるのも彼の力がある、そう

いう気持ちで今回は選任同意を再度お願いしたわけでございます。何がどうだというこ

とではないわけでありまして、それは職員も知っておりますし、議員の皆さんも彼の今

までの誠実な動きについては知ってる方ばかりだというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ということは、結局、あなた自身が何で副町長たる成瀬氏を再任し

なきゃならんのかという確たるものを持ってないわけです。確たるものを持ってないか

ら一般的な問題として一生懸命努力してこられたと、ひたむきな姿を目の当たりにして

きたからやりますよということだったら何もならへんわけだ。提案する側として当たり

前ですよ、当たり前のことだ。だから、私は率直に申し上げるけれども、副町長として

の存在感、存在価値というのは全く見えてこない。見えてこない割りに裏でごそごそご

そごそしてるわけだ。 

   定義的な例は事業仕分け。３年間にわたって事業仕分けをやってこられた。その中心

的なメンバーが滋賀大学のｲｼｲという教授。その方とはじっこんの仲という形で、ｲｼｲ教

授を幸田町の仕分人として選任をし呼び込んできたと、こういう中でどういうことをや

ってこられたのか。その事業仕分けの中でｲｼｲ教授が、シルバー人材センターはやって

ることによって幸田町の庭木屋さんが減っちゃったんじゃないかと、人間を圧迫してる

のがシルバーじゃないかと。その一方で、幸田町に何軒かの歯医者がある。歯医者の中

にいい悪いはある。あるからホームページや広報で知らせようよと。さらに、福祉は金

もうけだと、民間がやらなかったものを公共がやるなら金取れよと、こういう仕分けを

推進してきたｲｼｲ教授とじっこんの仲で幸田町にその仕分人として呼び込んできた。彼

の果たしてきた役割というのは極めて大きいわけですよ。それをあなたがまさにそうい

う活動を目の当たりにして、これはもう一回、使い勝手がいいと、またもっと頑張って
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もらわないとあかん、あなたが言わないから私が勝手にこう言ってるわけですよ。あな

たがそんなことはないと、彼はこういうふうにしてこれほどすばらしい人間だから、さ

らに４年間副町長として選任をしたいということを言わないから、私が勝手に私の思い

を言ってるわけです。思いを言ってるということは、それだけの副町長として存在感や

存在価値がないからこういうものが生まれてくる。だから、私は何遍も言ってるけど、

なぜ選任をしたいということで同意を求めるのか、同意を求める内容は何なのかという

ことをお尋ねしてるわけ。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 先ほどから申し上げておるようで、私自身、今滋賀大の話をされ

たわけですけれども、今回、私のマニフェストとして前回４年間で事業仕分けを掲げた

わけでありますけれども、滋賀大だけじゃないわけでありまして、一応は町としての新

たな事業仕分けの陣容は整えながらやってきたといろいろあるわけであります。その都

度いろんな方に出ていただくということでの彼自身の骨折りはあったかと思いますけど

も、彼の存在感がないという話でありますけど、そんなことはないわけであります。議

員の皆さんは十分に承知しておられるというふうに思っております。いろんな部分で彼

の力は大いに出していただいて、幸田町のために一生懸命頑張ろうというその意欲を見

ていただけないのはちょっと残念でありますけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 結果的には、私が申し上げてる内容をあなた自身が全く理解をして

おらんということなんですよね。今、あなたが言われたように大いに力を発揮してくれ

と、存在感そんなことはないわと、だからそんなことはないという言葉を私はあなたに

求めてるのではない。そういうことを言われるなら、じゃあ彼の持つ存在意義や存在感

はこういうものなんだ、この４年間こういう形で頑張ってきたんだよということになる

んですけどね。それが見えてこない、あなたの口からは何も聞こえてこなくて、職員の

支配をするために自分の周りにごくごく限られた１人、２人、指で数えると３人だ。３

人をびらっと自分のところにはべらして、みんな、は、はあってねやっておる。それが

実態でしょ。あなた自身もよくそれを、まあそこまで言われちゃうとまずいな、そやけ

どうんとは言わんよと、それは当たり前だ。それほど三階のある一角の中だけで行財政

運営が進められている。その中心的なメンバーが副町長である、まさにそういう面での

存在感。それは先ほど申し上げたように地公法３５条で職務に専念する義務はそんなこ

とは書いてへんわけだ。職務に専念する義務その範疇は何かとは、地方自治法で定める

ところの住民の福祉と安全そういうものを中心的に仕事をしなさいよという、そういう

使命が課せられている公務員に対しての職務に専念をする、その中心的なメンバーが副

町長だと。だけども、この４年間私が見てきた限りでいけば、副町長の存在感というの

は申し上げたとおりだ。それに対してあなたがもうちょっと、それはちょっと違うじゃ

ないかと、いやこういうことがあるんだと、こういうことをやってきたんだというもの

が語られないわけだ、あなたの口から。だから、私はそれを語っていただきたいという

ことを申し上げてる。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 



- 11 -

○町長（大須賀一誠君） いろいろ申し上げてるわけでありますけれども、存在感という、

それからもう一つは三階がどうのこうのとおっしゃったんですけど、私、職員は町民に

対して奉仕をしろということで今回の就任式の挨拶でも言っております。どこの部署が

そういうことをしてるというのじゃなくて、全体の職員がみんな町民に対して奉仕をし

ようという気持ちになってるというふうに思っております。 

   副町長の存在感ということでありますけれども、特に彼はコーディネートといいます

か、いろんな意味で連絡調整それから人とのつながり、そういうものによって幸田町が

さらに発展するように、いろんな部署でいろんなところで力を出してくれております。

伊藤議員にはそれが見えないというのがちょっと残念でありますけれども、その辺をよ

く見ていただければ、私が申し上げた選任同意に御理解いただけるんじゃないかという

ふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君の質疑は終わりました。 

   ここで、途中でありますが１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５７分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時０７分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   第４２号議案の質疑を継続します。 

   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） これをもって、第４２号議案の質疑を打ち切ります。 

   質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。 

   ただいま議題となっております第４２号議案を会議規則第３９条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定いたしました。 

   これより、ただいま議題となっております議案について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 
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   これより採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   第４２号議案 副町長の選任についてを原案どおり同意するに賛成の諸君の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大嶽 弘君） 着席願います。 

   起立多数であります。 

   よって、第４２号議案は、原案どおり同意されました。 

   ここで、副町長の入室を求めます。 

〔副町長 成瀬 敦君 入室〕 

○議長（大嶽 弘君） ここで、選任同意されました副町長より御挨拶をいただきます。 

   副町長。 

〔副町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○副町長（成瀬 敦君） ただいま、選任同意の議案につきまして御承認いただきましたこ

と感謝申し上げます。大変光栄でございます。微力ではありますけれども、幸田町長の

目指します「幸せな町、幸田町」の実現のための政策、これに向けて全力を尽くしてま

いる所存でございますので、よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございま

した。 

   くしくも、ことしは合併の６０周年記念の年でございます。まだまだ記念事業がこれ

から展開されるわけでございますので、これも全力を尽くして無事に思い出多き年にし

ていきたいと思っております。 

   また、第６次の総合計画策定ということで、これから皆様方の意見をお聞きして、基

本構想・基本計画を策定してまいります、長期の計画でございます。これも皆様方の町

民の夢が実現できるような形で私なりの調整役として頑張ってまいりたいと思っており

ます。 

   大須賀町政が２期目でございますけれども、１期目に大変たくさんのことを学ばさせ

ていただきました。まずは先ほどお話にもありましたように、事業仕分けを３年間行っ

たというものでございます。これは大変財政が厳しい中、事業を一つ一つ見直しまして、

それぞれ地域の代表者そして行政も説明責任を持ちながら、共同で当事者意識を持って、

今の事業が適切かどうかを判断していくということのその手法について大変学ぶことが

多くありました。 

   そして、２点目でございます。すぐ東北の東日本大震災がありまして、未曾有の災害

でございました。これに対応しまして本町ももしあったときに、やはり連携して災害応

援協定を結ぶ必要があるということで、１市３町と県外でありますけども災害応援協定

を結ぶことによって、これから助け合っていくということの必要性を十分肌で感じとる

ことができました。県内におきましても、９市１町の近隣市町との防災協定も結ぶこと

ができました。これは、大変これからの今後の単独で町として存続していくためにも必

要なことであるということでまとめさせていただきました。 

   ３点目につきましては、２５年の５月に行いました総合窓口ワンストップサービスで



- 13 -

ございます。役所の庁舎も誰でも不特定多数の方がたくさん集まる庁舎ではございます

けれども、それぞれ窓口に来てお声をお掛けして漏れなく住民の手続がアットホームに

できるような形、こういった形も職員一同でこれからの町民を受け入れていくための施

策として十分勉強になった手法であると思っております。先ほど町長から所信表明もご

ざいましたように、今後におきましても幸田町は平成２４年３月１７日の相見駅の開業

以来、周辺の相見駅の区画整理事業を初めとして大変発展を進めております。基盤整備

ということで、中央も南部も西部もそれぞれ区画整理を実施しながら、これから発展す

るための先行投資をしているところでございます。その基盤の上にこれから利便性のあ

るものはどのようなものがあるかということにおいて、町長の所信表明の中に掲げられ

ておることを一つ一つ生かしていきたいと、そういった中での自分の調整役、町長を補

佐していく役割があろうかと思っております。近隣の市とも斎場だとかごみ処理だとか

消防の共同運用だとかさまざまな問題がこれから生じますけれども、それぞれの市の担

当者の方々等々と話し合いを進めながら、スムーズにこういった相互連携事業ができる

ような形で今後も努めていきたいと思っております。住民の声、議会の声、議会の声は

住民の声であります、私どもはそういった声をすぐに反応できるような形で、職員とし

て私も当然意識的な改革をこれから行いまして、今まで以上に不得手な点もございます

けれども、頑張って大須賀町政を支えていくということにおいて尽力を進めてまいりた

いと思っております。今後におきましても皆様方の御支援、御指導を賜りまして、また

新しい４年間をよろしくお願いしてまいりたいと思っております。 

   本日はまことにありがとうございました。簡単ではございますけれども、御挨拶にか

えさせていただきます。 

○議長（大嶽 弘君） ありがとうございました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第７ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第７、第４３号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の

選任について、第４４号議案 教育委員会委員の任命について、以上の２件を一括議題

といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、７ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４３号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてでございます。 

   斎藤哲彦委員が平成２６年１２月３１日で任期満了に伴い、その後任の委員を選任す

る必要があるためでございます。 

   ８ページをお開きいただきたいと存じます。 

   鈴木忠男氏、幸田町大字永野字中道１０番地、昭和２４年１２月６日生まれ６４歳を、

地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。任期は

平成２７年１月１日から３年間でございます。鈴木氏につきましては、昭和４７年に幸

田町役場に入庁され、税務課長、消防次長などを歴任後、消防本部の参事を経て退職し、
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現在は永野区長として地域の自治に貢献されておられます。税務に関する経験も豊富で、

これまで公務で養われた経験を生かし公正中立な判断ができる方であるとともに、幅広

い知識は納税者としての固定資産評価への信頼を確保する視点において適任者でござい

ます。 

   議案関係書類につきましては８ページから１０ページをごらんいただきたいと存じま

す。 

   次に、９ページをお願いいたします。 

   第４４号議案 教育委員会委員の任命についてであります。 

   谷川章義委員が平成２６年９月３０日で任期満了となるため、その後任の委員として

川口江美子氏を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。任期は平成２６年１０月１日から４年間であり

ます。 

   １０ページをごらんいただきたいと存じます。 

   川口江美子氏は幸田町大字大草字下羽根５５番地、昭和２３年１２月１７日生まれの

６５歳であります。川口氏につきましては、大学卒業後、蒲郡市役所に保育士として入

庁され、長らく保育園で保育現場に携わった後、児童課保育指導補佐、児童課主幹、児

童課長を歴任されました。これまでの経験を生かし幼児教育から学校教育との連携にも

精通され、本町の教育行政推進に誠心誠意取り組んでいただける方として適任者であり

ます。 

   議案関係書類につきましては、１１ページから１３ページでございます。 

   以上２件について、提案理由の説明をさせていただきました。御審議の上、可決承認、

御同意賜りますようお願い申し上げます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより、質疑を行います。 

   質疑の方法は会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分位内

とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いします。 

   初めに第４３号議案の質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 以上で、第４３号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第４４号議案の質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 質疑ないようです。以上で、第４４号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。 
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   ただいま議題となっております第４３号議案、第４４号議案を会議規則第３９条第３

項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定いたしました。 

   これより、ただいま議題となっております２議案について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大嶽 弘君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これより採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   第４３号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを原案どおり同

意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大嶽 弘君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４３号議案は、原案どおり同意されました。 

   次に、第４４号議案 教育委員会委員の任命についてを原案どおり同意するに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大嶽 弘君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４４号議案は、原案どおり同意されました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時２１分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時２４分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────○─────────────── 

  日程第８ 

   日程第８、第４５号議案から認定議案第９号までの２３件を一括議題といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 
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   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、まず単行議案、第４５号から第５０号議案までの６件

につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

   議案書１１ページをお願いいたします。 

   第４５号議案 幸田町特定・教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定についてでございます。 

   提案理由といたしましては、子ども・子育て支援法の施行に伴い、必要があるからで

ございます。 

   議案書の１２ページをごらんいただきたいと存じます。 

   制定の主な概要につきましては、子ども・子育て支援法上、市町村の長が施設型給付

費の支給に係る施設として確認する認定こども園、幼稚園及び保育所であります特定教

育・保育施設並びに同法上、市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者

として確認する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保

育事業であります。特定地域型保育事業の運営に関する基準につきまして、国が定める

平成２６年内閣府令第３９号、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準で規定する基準に従い、または当該基準を標準として、もしくは参酌して定め

るものでございます。 

   主な内容といたしましては、第２章に規定する特定教育・保育施設の運営に関する基

準として、第１節にて利用定員に関する基準を、第２節にて運営に関する基準として、

利用の申し込みに対する提供拒否の禁止、市町村によるあっせん、調整、利用者負担額

等の受領、特定教育・保育の取り扱い方針、利用定員の遵守等を第３節にて、現在の私

的契約児に相当いたします特例施設型給付費に関する基準を定め、第３章に規定する特

定地域型保育事業の運営に関する基準としては、第１節として利用定員に関する基準を、

第２節にて運営に関する基準として利用の申し込みに対する提供拒否の禁止、市町村に

よるあっせん、調整、特定教育・保育施設等との連携、利用者負担額の受領、特定地域

型保育の取り扱い方針、運営規定、利用定員の遵守等を第３節にて特例地域型保育給付

費に関する基準を定めるものであります。 

   施行期日につきましては、子ども・子育て支援法の施行の日であります。 

   議案関係資料につきましては１４ページでありますので、御参照いただきますようお

願いいたします。 

   続きまして、第４６号議案 幸田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてであります。 

   議案書３１ページをお開きいただきたいと存じます。 

   提案理由といたしましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   議案書３２ページをごらんいただきたいと存じます。 

   制定の主な概要につきましては、３歳未満児を対象とする家庭的保育事業等として家
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庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の設備及び

運営に関する基準について、国が定める平成２６年厚生労働省令第６１号、家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準で規定する基準に従い、または当該基準を標準とし、

もしくは参酌して定めるものであります。 

   主な内容といたしましては、特定地域型保育事業であります家庭的保育事業等に共通

する基準、各事業における設備の基準、職員、保育時間、利用定員等について定めるも

のであります。 

   施行期日につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行の日でございます。 

   議案関係資料は１５ページでございますので、御参照いただきたいと存じます。 

   続きまして、第４７号議案 幸田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定についてであります。 

   議案書４９ページをお開きいただきたいと存じます。 

   提案理由といたしましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教

育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   次に、議案書５０ページをお開きいただきたいと存じます。 

   制定の主な概要につきましては、第２種社会福祉事業として行われる放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準について、国が定める平成２６年厚生省令、厚生

労働省令第６３号、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準で規定する基

準に従い、または当該基準を標準とし、もしくは参酌して定めるものであります。 

   主な内容といたしましては、放課後児童健全育成事業における設備の基準、放課後児

童支援員とされる指導者の資格、１支援単位における児童の数、開所時間及び日数等に

ついて定めるものであります。 

   施行期日につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行の日でございます。 

   議案関係資料につきましては１６ページでございますので、御参照いただきたいと存

じます。 

   続きまして、議案書の５５ページをお願いいたします。 

   第４８号議案 幸田町母子家庭医療費の支給に関する条例の一部改正についてでござ

います。 

   提案理由につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律及び次代の社会を担う子どもの健全な育成を

図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要があ

るからであります。 

   ５６ページをお願いいたします。 

   改正の主な概要につきましては、引用してる法律名が改正されたことによる第２条第
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１項第１号で母子及び寡婦福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に改め、第２項第４

号において中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国等の自立の支援に関する法

律を、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律に改めるものであります。また、第２条第１項第２号

では父子家庭の父について条例で規定していましたが、母子及び寡婦福祉法の一部改正

に伴い、法に父子家庭の父の定義に関する規定が追加されたため、その規定を引用する

ため改めるものでございます。なお、他の条項におきましては、字句の整理を行うもの

であります。 

   施行期日につきましては、公布の日からでございます。 

   議案関係資料は１７ページから２０ページでございますので、御参照いただきたいと

思います。 

   続きまして、議案書５７ページをお願いいたします。 

   第４９号議案 幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正についてでご

ざいます。 

   提案理由につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、必要があるからでございます。 

   ５８ページをごらんいただきます。 

   改正の主な概要につきましては、引用している法律名が改正されたことにより、第４

条第１項第２号で中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律を、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律に定めるものであります。なお、他の条項にお

いて、字句の整理を行うものであります。 

   施行期日につきましては、公布の日からでございます。 

   議案関係資料は２１ページから２３ページでございますので、御参照いただきたいと

存じます。 

   続きまして、５９ページでございます。 

   第５０号議案 幸田町不燃物処理場の設置及び管理に関する条例の廃止についてでご

ざいます。 

   提案理由は、不燃物処理場を廃止したことに伴い、必要があるからでございます。 

   施行期日につきましては、公布の日からでございます。 

   議案関係資料は２４ページでございますので、御参照いただきたいと存じます。 

   続きまして、補正予算関係につきまして説明をさせていただきます。 

   別冊となっております補正予算関係をごらんいただきたいと存じます。 

   まず、第５１号議案でございます。平成２６年度幸田町一般会計補正予算（第３号）

につきまして、補正予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

   まず、第１条 歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ５億８,７４７

万３,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ１３７億１,０４７万

３,０００円とするものでございます。 

   それでは、まず歳入の主なものから説明をさせていただきたいと存じます。補正予算
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の説明書８ページからお願いをいたします。 

   １０款町税につきましては、個人町民税、所得割におきまして、個人所得の増加によ

り６,０００万円を追加し、法人町民税、法人税割におきましては、業績の大幅な好転

により７億５,０００万円を追加し、過年分におきましては、修正申告による１,６００

万円を追加するものであります。 

   また、固定資産税につきましては、賦課決定に基づく精算をするものであります。 

   次に、５５款の国庫支出金につきましては社会保障税番号制、いわゆるマイナンバー

制度に関してシステム整備費補助金として、総務省分と厚生労働省分の新規計上と保育

緊急確保事業費補助金、社会資本整備総合交付金を追加するものであります。 

   次に、６０款県支出金につきましては、子育て支援対策基金事業費補助金からの組み

かえとして、国庫支出金と合わせ保育緊急確保事業費補助金の新規計上と農地・水・環

境保全向上活動推進事業補助金を追加するものであります。 

   次に、１０ページをごらんいただきたいと存じます。 

   ７０款寄附金につきましては、文化振興事業に対する社会教育費寄附金を新規計上す

るものであります。 

   次に、７５款繰入金につきましては、今後の教育関連施設の整備に備え、教育施設整

備基金の取り崩しをやめ、土地取得特別会計からの繰入金の追加、財政調整基金からの

繰入金の減額で全体の調整をするものであります。 

   次に、８０款繰越金につきましては、予算現額に対し４億３,９７２万９,０００円の

超過となりましたので、その金額を追加するものであります。 

   次に、８５款の諸収入につきましては、財団法人自治総合センターコミュニティ助成

金を新規計上するものであります。 

   続きまして、歳出でございます。 

   １２ページをごらんいただきたいと存じます。 

   まず、１０款議会費につきましては、議会関係設備整備工事費を追加するものであり

ます。 

   次に、１５款総務費につきましては、総務管理費におきまして、職員研修事業で旅費

及び負担金、企画一般事業で旅費の追加、電算運営事業で社会保障・税番号制度の導入

に伴う中間サーバー負担金を新規計上するものであります。 

   また、町税費におきましては、税務課の非常勤職員の賃金、町税還付金を追加するも

のであります。 

   １４ページを次にごらんいただきたいと存じます。 

   ２０款民生費につきましては、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計への繰

出金を追加するものであります。 

   次に、２５款衛生費につきましては、清掃費におきまして、不燃物処理場の解体撤去

工事費を新規計上するものであります。 

   次に、３５款農林水産業費につきましては、農業費におきまして、逆川農村センター

外壁防水補修工事負担金を新規計上するものであります。 

   また、農地費におきましては、農用地確認システムの開発委託料を追加するとともに、
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農業集落排水事業特別会計繰出金を減額するものであります。 

   次に、１６ページをお開きいただきたいと思います。 

   ４５款土木費につきましては、道路橋梁費におきまして、生活道路等整備工事費、交

通安全施設整備事業工事費を追加するものであります。 

   また、河川費におきましては、河川改修事業工事費を追加するものであります。 

   都市計画費におきましては、下水道事業特別会計へ繰出金を減額し、住宅費におきま

しては、町営横落住宅外壁等改善工事を追加するものであります。 

   次に、５０款消防費につきましては、消防団に対する機械器具購入等を追加するもの

でございます。 

   次に、１８ページをごらんいただきたいと存じますが、５５款教育費につきましては、

教育総務費におきまして、嘱託職員の報酬、教材費を追加するものであります。 

   また、今後、多額の整備費が見込まれます小・中学校や町民会館等の施設改修費のた

めに、教育施設整備基金への積立金を新規計上するものであります。 

   中学校におきましては、北部中学校の防球ネット設置工事費を追加するものでありま

す。 

   以上が平成２６年幸田町一般会計補正予算（第３号）の概要でございます。 

   次に、第５２号議案 平成２６年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございます。 

   補正予算書の２１ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入歳出それぞれ４,６０７万２,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ７,５５７万８,０００円とするものでございます。 

   予算説明書２８ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入につきましては前年度繰出金の追加のみであり、歳出につきましては３０ページ

のとおり、一般会計繰出金を歳入と同額追加し調整いたしました。 

   次に、第５３号議案 平成２６年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてでございます。 

   補正予算書の３３ページでございます。よろしくお願いいたします。 

   歳入歳出それぞれ１億２,８８３万７,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入

歳出それぞれ３２億８,６９９万３,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書４０ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入につきましては、前期高齢者交付金、前年度繰越金を交付額の確定等により追加

するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書４２ページをごらんいただきたいと存じます。 

   後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護給付金を納付金等の確定により減額し、

基金積立金におきましては、枯渇している財政調整基金への積立金を計上し、諸支出金

におきまして過年度分の精算により国庫支出金等還付金を追加するものであります。 

   続きまして、第５４号議案でございます。平成２６年度幸田町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）についてでございます。 

   補正予算書４７ページをごらんいただきたいと存じます。 
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   歳入歳出それぞれ１６３万３,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出そ

れぞれ２億９,８７１万４,０００円とするものであります。 

   次に、５４ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入といたしましては、社会保障税番号制度のシステム整備に要する費用として一般

会計からの事務費繰入金を追加し、保険料繰越金を新規計上するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書５６ページでございます。ごらんいただきたい

と存じます。 

   社会保障税番号制度のシステム整備に伴い、委託料を新規計上するとともに後期高齢

者医療広域連合納付金を追加するものであります。 

   続きまして、第５５号議案 平成２６年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についてでございます。 

   補正予算書の５９ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入歳出それぞれ１,７７９万１,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ１７億１,８４５万４,０００円とするものでございます。 

   補正予算説明書６６ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入につきましては、県負担金の過年度分の精算交付と社会保障税番号制度のシステ

ム整備に要する費用として、一般会計からの繰入金及び前年度繰越金を追加し、介護給

付費準備基金繰入金の減額で全体を調整するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書の６８ページをごらんいただきたいと思います。 

   総務費につきましては、社会保障税番号制度のシステム整備に伴い、委託料を新規計

上し、諸支出金におきましては、過年度精算により国庫支出金等の返還金を追加するも

のであります。 

   続きまして、第５６号議案 平成２６年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）についてであります。 

   補正予算書７１ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ２２０万７,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出そ

れぞれ３億２,４７５万４,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書７８ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入につきましては前年度繰越金の追加のみであり、歳出につきましては８０ページ

をごらんいただきたいと存じます。 

   土地区画整理総務費におきましては、人事異動による人件費を追加するものでありま

す。 

   詳細につきましては、８４ページの給与費明細書を御参照いただけたらと思います。 

   続きまして、第５７号議案 平成２６年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）についてでございます。 

   補正予算書８３ページをお開きいただきたいと思います。 

   今回の補正は歳入のみでありまして、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、８６ページをごらんいただきたいと思います。 

   補正内容といたしましては前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額減額
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するものであります。 

   続きまして、５８号議案 平成２６年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）についてでございます。 

   補正予算書８９ページをごらんいただきたいと思います。 

   今回の補正は歳入のみであり、歳入歳出の予算総額に変更はございません。 

   補正予算説明書につきましては、９２ページをごらんいただきたいと思います。 

   補正の内容といたしましては前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金を同額減

額するものでございます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） ここで、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時５２分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時０２分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、続きまして、認定第１号から認定第９号までの決算認

定について、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定に

よりまして、本会議で認定に付すものでございます。一般会計から順次説明を申し上げ

ますので、別冊の平成２５年度各会計決算書及び平成２５年度決算に係る主要な施策の

成果の説明書をごらんいただきたいと存じます。 

   まず、認定第１号 平成２５年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定についてでありま

すが、詳細につきましては決算書及び主要な施策の説明書のとおりでございます。 

   決算書の１７０ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額１２８億３,９９１万円、歳出決算総額１２０億９,４４２万１,０００

円で、差引額７億４,５４８万９,０００円となりました。２５年度につきましては、繰

越明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が５７６万円ありましたので、実質収支額に

つきましては７億３,９７２万９,０００円となっております。 

   決算額の増減の大きな費目につきまして説明をさせていただきます。 

   初めに歳入でありますが、決算書の１８ページから６５ページ並びに主要な施策の成

果説明書の２１ページからをごらんください。 

   平成２５年度の税収総額は８５億３,８２７万７,０００円で、前年度比１０億２,１

２４万６,０００円、１３.６％の増収となりました。 

   決算書の１８ページをごらんいただきたいと存じます。 

   まず、１０款町税では、町民税個人分は納税義務者及び課税対象所得の増額等により、

前年度比７,７３３万５,０００円、３.５％の増収、法人分につきましては企業業績の

伸びや円安等の影響により、前年度比７億６,８３６万円、１２０.３％の大幅な増収と

なりました。 

   町民税全体では３７億２,３４４万８,０００円で、前年度比８億４,５６９万５,００
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０円、２９.４％の増収となりました。 

   固定資産税につきましては、土地と家屋分は相見地区を初め新築家屋の増加によりま

して４,９７５万円、２％の増収となり、償却資産分につきましては設備投資の増加か

ら８,８０８万４,０００円、５.８％の増収となり、固定資産税全体では４１億５,６３

２万１,０００円で、前年度比１億３,７８３万４,０００円、３.４％の増収となりまし

た。 

   そのほか軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税につきましては総額で６億５,

８５０万８,０００円となり、３,７７１万７,０００円の増収となりました。 

   ２０ページをごらんいただきたいと思います。 

   次に、１５款地方譲与税につきましては１億３,１６８万６,０００円で、自動車重量

譲与税の減により、前年度に比べ３.９％の減となりました。 

   次、２２ページからお願いしたいと思います。 

   ２０款利子割交付金から２６ページにわたります３３款地方特例交付金までの各種交

付金につきましては、景気の回復により配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金が増加

し、交付額は総額で６億１,８５３万円となり、前年度に比べ５,３０１万９,０００円

の増加となりました。 

   ２６ページからごらんいただきたいと思います。 

   ３５款地方交付税につきましては、全体が特別交付税で経済危機対策などにより２,

６６５万１,０００円が交付されました。 

   ２８ページをごらんいただきたいと思います。 

   ４０款交通安全対策特別交付金につきましては５６７万３,０００円でほぼ前年並み

となりました。 

   ４５款分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金と養護老人ホームの入

所に係る法人及び扶養義務者負担金が主なもので２億３８２万４,０００円で、保育料

保護者負担金の増により前年と比べ３.６％の増となりました。 

   ５０款使用料及び手数料につきましては、塵芥処理手数料、公営住宅使用料、駐車場

使用料が主なもので、２億４,０４９万２,０００円でほぼ前年並みとなりました。 

   ３４ページからをごらんいただきたいと思います。 

   ５５款国庫支出金につきましては、１１億７３８万１,０００円で、前年度比１２.

８％の増となりました。 

   主な要因といたしましては、地域の元気交付金の増によるものであります。 

   次に、３８ページからごらんいただきたいと存じますけども、６０款県支出金につき

ましては６億１,７５２万１,０００円で、７.２％の増となりました。 

   主な要因は介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費交付金やあいち森と緑づくり都市

緑化推進事業交付金の増によるものであります。 

   次に、４８ページをお願いいたします。 

   ６５款の財産収入につきましては５,８９６万７,０００円で、１９５.６％の大幅な

増となりました。主な要因は、特別養護老人ホームつつじヶ丘への用地売り払いによる

ものであります。 
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   次に、５０ページをお願いいたします。 

   ７０款寄附金につきましては１８２万８,０００円で、文化振興事業等のための指定

寄附採納分であります。 

   ５２ページからごらんいただきたいと思います。 

   ７５款繰入金につきましては４,６７７万６,０００円で、前年度比９７％の大幅な減

となりました。その要因といたしましては、税収の増加により財政調整基金と教育施設

整備基金からの繰り入れを取りやめ、他会計繰入金のみとなったことによるものであり

ます。 

   次に、５４ページでございます。 

   ８０款繰入金につきましては７億６,４５９万７,０００円となり、前年度比９,２３

７万５,０００円の増となりました。 

   ８５款諸収入につきましては、預託回収金、保育所、小・中学校の給食費、実費徴収

金などの他の費目に属さない収入であります。ほぼ前年度並みの総額で４億７,７７０

万６,０００円となりました。 

   次に、９０款の調査につきましては借り入れを行わず、平成１８年度以来７年ぶりに

０円となりました。 

   次に、歳出につきまして主なものを説明させていただきます。 

   歳出につきましては、その概要を性質別に説明させていただきたいと思いますので、

主要な施策の成果の説明書１４ページ、１５ページをお開きいただきたいと存じます。 

   まず、性質別の義務的経費でありますが、人件費は全体で３０億９,５６８万１,００

０円となり、０.４％の減で、ほぼ前年並みとなりました。 

   扶助費につきましては１６億２,９８５万８,０００円で、２.３％の増となりました。

これは、障害者福祉サービス等の増加となったことによるものであります。 

   公債費は１２億１,７６８万５,０００円で、１.２％の減となりました。これは、償

還利子の減少などによるものであります。 

   次に、物件費１９億６,７７８万８,０００円で、１％の増となりました。これは、固

定資産台帳整備の増が主なものとなっております。 

   次に、維持補修費につきましては２億４,７３３万２,０００円で、３.８％の増。 

   補助費等につきましては、町税還付金の減少等により１３億４,６４７万９,０００円

で、６.４％の減となりました。 

   次に、積立金におきましては３億１,７６２万１,０００円で、１,９７０.５％の増と

なりました。これは、財政調整基金及び教育施設整備基金への積立を行ったことによる

ものであります。 

   次に、普通建設事業につきましては１０億６,２３０万４,０００円で、前年度に比べ

３８.７％の減となりました。 

   主なものとしては、国庫補助事業分としてわしだ保育園園舎増築、坂崎小学校、幸田

中学校地震補強・大規模改造、三ヶ根駅前、大池、トイレ改修などを実施しました。ま

た国庫補助事業以外の単独事業では、岡崎市一般廃棄物中間処理施設建設負担金、わし

だ保育園園舎大規模改造、総合窓口設置、斎場建設負担金などを実施いたしました。 
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   なお、平成２６年度につきましては、子育て支援システム導入事業で１,５１２万円、

永野橋かけかえ建設負担金事業で５７６万円を次年度へ繰越明許といたしました。 

   最後に、財政指標につきまして説明いたします。 

   主要な施策の成果の説明書１８ページをごらんいただきたいと思います。 

   まず、単年度の財政力指数でありますが、分母であります基準財政需要額の増加によ

りまして１.０７から１.０４となり、０.０３ポイントの低下となりました。 

   経常収支比率につきましては９５.６％から８４.７％となり、１０.９ポイント改善

いたしました。その要因としましては、分母である経常一般財源が景気の回復によりま

して税収の増が主な要因であります。一般的に適正と言われる８０％に近い数字となり

ました。 

   実質公債費率は９.４％から８.５％と０.９ポイントの減少となりました。これは、

下水道事業特別会計への繰出金の減少により準元利償還金が減少したことにより改善し

たものであります。 

   以上、一般会計の決算概要でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

   続きまして、特別会計について説明を申し上げたいと存じます。 

   認定第２号 平成２５年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定についてであり

ます。 

   決算書の１７３ページから１９０ページ並びに、主要施策の成果の説明書１２３ペー

ジからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額９,４５２万８,０００円、歳出決算総額４,８４５万５,０００円で、差

引額４,６０７万３,０００円であります。 

   歳入につきましては、荻谷小学校拡張用地の一般会計の売払収入９２１万６,０００

円や、大草及び芦谷市内で用地売り払いなどの財産収入が主なもので、前年度対比１８.

５％の減となりました。 

   歳出につきましては、公共用地の先行取得はなく、一般会計への繰出金が主なもので

ございます。 

   次に、認定第３号 平成２５年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてでございます。 

   決算書の１９３ページからでございます。２３８ページ並びに主要な施策の成果の説

明書１３５ページからでございます。 

   歳入決算総額３１億５,２５２万２,０００円、歳出決算総額２９億７,９２４万８,０

００円で、差引額１億７,３２７万４,０００円であります。 

   歳入につきましては、国民健康保険税、国庫支出金、前期高齢者交付金の増加などに

より、繰入総額では９,８３６万４,０００円、３.２％の増となりました。 

   歳出につきましては、療養所費、後期高齢者支援金、介護納付金の増加などによりま

して歳出総額では４,０３５万２,０００円、１.４％の増となりました。 

   次に、認定第４号 平成２５年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

   決算書２４１ページから２６４ページ並びに、主要な施策の成果の説明書は１５３ペ
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ージからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額２億７,１２３万１,０００円、歳出総額２億７,０７９万８,０００円で、

差引額は４３万３,０００円となりました。 

   歳入につきましては、加入者増により保険料は増加しておりますが、事務費繰入金の

減によりまして歳入総額は前年度比５０２万３,０００円、１.８％の減となりました。 

   歳出につきましては、前年度に後期高齢者医療システムの更新が終了したことにより

まして、歳出総額で前年度比４９４万２,０００円、１.８％の減となりました。 

   次に、認定第５号 平成２５年度介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてであり

ます。 

   決算書２６７ページから３０６ページ並びに、主要な施策の成果の説明書１６１ペー

ジからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額１４億４,２６６万１,０００円、歳出決算総額１４億１,７４８万５,０

００円で、差引額は２,５１７万６,０００円となりました。 

   歳入の主な内訳は、保険料の改訂や被保険者数の増加によりまして、第１号被保険者

保険料が３億４,２８９万５,０００円、国県支出金及び社会保険診療報酬支払基金交付

金の総額が８億７,９５８万９,０００円、一般会計からの繰入金は２億４９５万７,０

００円となり、歳入総額で前年度比９,１７１万９,０００円６.８％の増となりました。 

   歳出につきましては、介護保険サービス利用者の増によりまして、増加した介護給付

費及び審査支払手数料全体で１３億４,５４７万９,０００円、要介護認定に係る経費と

して１,８３３万６,０００円、一般管理費賦課徴収事務合わせて１,０３４万８,０００

円、地域支援事業費として３,８６４万９,０００円などとなり、歳出総額で前年度対比

７、９２６万４,０００円、５.９％の増となりました。 

   次に、認定第６号 平成２５年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算認定についてであります。 

   決算書３０９ページから３２９ページ並びに、主要な施策の成果の説明書１７５ペー

ジからをごらんいただきたいと思います。 

   歳入決算総額２億８,６６９万５,０００円、歳出決算総額２億７,２４９万１,０００

円で、差引額は１,４２０万４,０００円となりました。 

   ２５年度につきましては、繰越明許費による翌年度への繰り越しすべき財源が１,１

９９万６,０００円ありましたので、実質収支額につきましては２２０万８,０００円と

なっております。 

   歳入につきましては、主な内訳は都市計画道路整備に係る国県支出金が９,６５８万

１,０００円、一般会計からの繰入金が１億３００万円、繰越金が１,２７１万２,００

０円、町債が７,４４０万円となり、歳入総額で前年度対比３億６,２２２万９,０００

円、５５.８％の減となりました。 

   歳出につきましては、人件費を初めとする総務管理費として１,５６９万９,０００円、

移転補償費等の土地区画整理事業費が２億３,２６４万６,０００円となりまして、歳出

総額で前年度比３億６,３７２万１,０００円、５７.２％の減となりました。 

   次に、認定第７号 平成２５年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定
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についてであります。 

   決算書３３１ページから３５０ページ並びに、主要な施策の成果の説明書は１８３ペ

ージからごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額３億５,８９８万２,０００円、歳出決算総額３億５,０４１万２,０００

円で、差引額は８５７万円となりました。 

   歳入の主な内容は、新規加入者２７件の受益者分担金１,０５８万４,０００円、排水

処理施設使用料が８,３５１万４,０００円、繰越金が７８８万４,０００円、一般会計

からの繰入金が２億５,７００万円となり、歳入総額で前年度対比１,２８１万２,００

０円、３.５％の減となりました。 

   歳出につきましては、職員１人分の人件費を初めとする総務管理費１,０６７万４,０

００円のほか、維持管理費として処理場の施設管理・保守点検委託及び管路等の維持補

修を行い１億７,４９８万３,０００円、公債費は１億６,４７５万５,０００円となり、

歳出総額で前年度比１,３４９万８,０００円、３.７％の減となりました。 

   次に、認定第８号 平成２５年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てでございます。 

   決算書３５３ページから３７６ページ並びに、主要な施策の成果の説明書１９１ペー

ジからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額６億８,７２０万円、歳出決算総額６億７,２６６万円で、差引額は１,

４５４万円となりました。 

   ２５年度につきましては、繰越明許費による翌年度への繰り越しすべき財源が５２０

万円ありましたので、実質収支額につきましては９３４万円となっております。 

   歳入の主な内訳は、受益者分担金１億２,９０９万８,０００円、下水道の使用料新規

接続増加による２億１,８３４万円、国庫支出金は事業費の増によりまして、２,２９０

万円、一般会計からの繰入金が２億８,７００万円、町債を６９０万円借り入れし、歳

入総額で前年度対比９,９８６万６,０００円、１７％の増となっております。 

   歳出につきましては、職員４人分の人件費を初めとする総務管理費５,４８４万３,０

００円のほか、浄化センター利用に伴う汚水処理費負担金などの維持管理費が１億４,

１５６万８,０００円、下水道建設事業費は新たな区画整理地区の整備費が増加したこ

とによりまして、１億４,０４５万３,０００円、公債費は３億３,５７９万６,０００円

となり、歳出総額で前年度対比９,４２５万３,０００円、１６.３％の増となりました。 

   最後になりますけれども、認定第９号 平成２５年度幸田町水道事業会計の利益の処

分及び決算認定につきましては、決算書の３８９ページから４２５ページ並びに、主要

な施策の成果の説明書の２２１ページからをごらんいただきたいと思います。 

   収益的収入及び支出につきましては、営業収益など６億７,８９８万６,０００円の収

入に対し、営業費用など６億２,２９８万４,０００円を支出した結果、５,６００万２,

０００円の収支差引となりました。 

   なお、損益計算書の当期純利益は５,０８１万５,０００円となり、前年度繰越利益剰

余金を加え９,１１６万９,０００円の未処分利益剰余金となりました。このうち剰余金

処分計算書（案）に示したとおり、減債積立金から１,５９０万１,０００円を自己資金
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に組み入れ、建設改良積立金に４,０００万円を積み立て、残高５,１１６万９,０００

円を翌年度繰越利益剰余金として繰り越す予定をしております。 

   また、資本的収入及び支出につきましては、工事負担金収入等に対して建設改良費等

を支出した結果、収支差引１億４,２４８万６,０００円の不足となり、これは減債積立

金当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに損益勘定の留保資金として

補填いたしました。 

   以上、平成２６年度第３回の幸田町議会定例会に提案いたしました議案につきまして、

提案理由を説明させていただきました。慎重に御審議の上、全議案とも可決承認賜りま

すようお願い申し上げます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第９ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第９、決算審査意見の報告を行います。 

   羽根渕保博代表監査委員から決算審査意見の御報告をお願いいたします。 

   監査委員。 

〔監査委員 羽根渕保博君 登壇〕 

○監査委員（羽根渕保博君） 御指名でございますので、報告をさせていただきます。 

   去る７月３０日から８月１２日までの実質７日間にわたり行いました平成２５年度の

決算審査の結果について申し上げます。 

   平成２５年度幸田町一般会計・各特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況並びに水道

事業会計決算の審査に当たっては、町長から提出された決算書、決算に関する附属書類、

証書類及び各課等から提出された資料等を照合し、あわせて関係職員の説明を求め聴取

するとともに、定期監査、例月出納検査等の結果も参考とし、計数の正確性、事務処理

の正否、予算執行上の適否等について審査を実施いたしました。 

   審査の結果につきましては、審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも

関係法令等に準拠して作成されており、その計数は正確であり、予算の執行はおおむね

適正であると認められました。 

   審査の総括的意見といたしましては、お手元に配付させていただきました決算審査意

見書の１８ページ、第６「むすび」に記載させていただいておりますので、ごらんいた

だきたいと存じます。 

   それでは、その朗読をもって報告にかえさせていただきます。 

   第６ むすび 

   平成２５年度幸田町一般会計、各特別会計、基金運用状況及び水道事業会計の決算審

査の概要は前述のとおりであり、ここに総括的な意見を付して、本審査のむすびとする。 

   平成２５年度の決算における一般会計と各特別会計の決算総額は、歳入１９１億３,

３７３万円、歳出１８１億５９７万円で、前年度と比較し歳入６億４,８２１万円（３.

３％）、歳出７億２,８６３万円（３.９％）とおのおの減少となっている。 

   歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は９億２,７７６万円で、翌年度へ
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繰り越す財源の２,２９６万円を差し引いた実質収支は１０億４８０万円の黒字、単年

度収支においても１億９,６６６万円の黒字となっている。 

   一般会計の歳入は、総額１２８億３,９９１万円で、前年度と比較し５億３,６６８万

円の減少となっている。町税全体では８５億３,８２８万円、前年度と比較し１０億２,

１２５万円（１３.６％）の増収となった。町民税については、法人町民税が景気回復

等により前年度と比較して７億６,８３６万円の増となり、全体で８億４,５７０万円の

増収となっている。固定資産税については家屋分で新築増築家屋の増加により４,０７

２万円の増となり、償却資産分においては企業の設備投資により８,８０８万円の増と

なり、全体では１億３,７８３万円の増収となっている。 

   町税以外で増加となった主な科目は、株式等譲渡所得割交付金及び配当割交付金など

であった。 

   一方、減少となった主な科目は、地方交付税、繰入金及び地方債などである。中でも

繰入金が１０億２,７８４万円、地方債が３億６,５００万円の大幅な減少となっている。 

   減少の要因として、繰入金については税収増による財政調整基金繰入金の減、相見駅

整備の完了に伴う都市施設整備基金繰入金の減、地方債については平成１８年度以来７

年ぶりに借り入れを行わなかったことによるものである。 

   一般会計の歳出は総額１２０億９,４４２万円で、前年度と比較し５億１,７５８万円

の減少となっている。 

   主な増減要因を歳出目的別に見ると、減少した費目は、相見駅建設及び自由通路設置

事業の終了により総務費で２億５,３０４万円の減、幸田駅西第２駐車場整備の終了等

に伴い労働費で２,０３５万円の減、国営かんがい排水事業負担金の減少等により農林

水産業費で３億、１,２２８万円の減、相見駅周辺開発整備事業の工事費、下水道特別

会計繰出事業の減により土木費で２億１,１０６万円の減、防災行政無線デジタル化整

備、高規格救急車整備の終了等により消防費で１億５,７１１万円の減少となった。 

   次に、増加した費目は、わしだ保育園園舎増築大規模改造、里ゲートボール用テント、

認知症高齢者グループホーム整備交付金などにより民生費で１億６,０２７万円の増、

大池トイレの改築により商工費で１,５７９万円の増、坂崎小、幸田小、幸田中の地震

補強・大規模改造、教育施設整備基金積立金等で教育費は１億７,３４３万円の増など

が主なものとなっている。 

   特別会計全体では、歳入総額６２億９,３８２万円、歳出総額６０億１,１５５万円で、

歳入１億１,２５２万円（１.７％）、歳出２億１,１０５万円（３.４％）とおのおの減

少となっている。 

   土地取得特別会計は、歳入２,１４１万円（１.８％）、歳出４,２７６万円（４６.

９％）とおのおの減少となった。歳入では、一般会計への用地売払収入が減少し、歳出

では一般会計への繰出金の減少が主な要因となっている。 

   国民健康保険特別会計は、歳入９,８３６万円（３.２％）、歳出４,０３５万円（１.

４％）とおのおの増加している。歳入では、前年の所得が増加したことにより、国民健

康保険税は１,２７０万円（１.４％）増収となったが、療養給付費等交付金、県支出金

が減少となった。歳出では、保険給付費が年々増加しているほか、後期高齢者支援金、
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介護納付金がそれぞれ増加となった。国保加入世帯は２５世帯（０.５３％）の増、被

保険者は７６人（０.８６％）と減少している。 

   後期高齢者医療特別会計は、歳入５０２万円（１.８％）、歳出４９４万円（１.

８％）とおのおの減少となった。被保険者は９３人（２.８％）増加している。 

   介護保険特別会計は、歳入９,１７２万円（６.８％）、歳出７,９２６万円（５.

９％）とおのおの増加した。基準額保険料を改正したことにより、介護保険料が２,０

３４万円増加となった。 

   幸田駅前土地区画整理事業特別会計は、歳入３億６,２２３万円（５５.８％）、歳出

３億６,３７２万円（５７.２％）とおのおの減少となった。平成２４年度にて大型補正

があり、平成２５年度事業を前倒ししたため大幅に減少したことが主な要因となってい

る。 

   農業集落排水事業特別会計は、歳入１,２８１万円（３.４％）、歳出１,３５０万円

（３.７％）とおのおの減少している。歳入では、受益者分担金、使用料及び繰入金が

おのおの減少した。歳出では、主に１３地区の維持管理費で処理場機能整備を初めとし

た費用が前年度と比べ５ポイントの減少となっている。 

   下水道事業特別会計は、歳入９,９８７万円（１７.０％）、歳出９,４２５万円（１

６.３％）とおのおの増加となった。歳入では、区画整理事業による受益者負担金、新

規接続による使用料、国庫補助金が増加となった。一般会計からの繰入金及び町債は減

少となっている。歳出では、区画整理事業区域内の整備区域の増による下水道建設事業

費が大幅に増加したほか、下水道維持管理費が増加となった。公債費については、町債

の元金償還分が増加し、利子償還分が減少となっている。 

   未収金については、一般会計、国民健康保険を初めとする６特別会計にわたり、国・

県支出金を除く収入未済額の総額は４億３,５１８万円に達している。前年度と比較し

て若干の減少が見られるものの、今後も引き続き滞納の未然防止や適正な債権管理を行

うことが求められる。未納者に対し個々のケースに応じた適切な接遇を行うことで納入

意欲につなげるよう努めるなど、早期かつ計画的な対応を継続する一方で、厳正な法的

措置も必要と考える。 

   水道事業会計は、前年度と比較し、年間総配水量は５.６万立方メートル（１.２％）、

年間総有収水量は５万立方メートル（１.２％）とおのおの増加している。総収支比率

は１０８.５％（前年度１０３.９％）、経常収支比率は１０８.６％（前年度１０３.

９％）、営業収支比率１０８.７％（前年度１０４.１％）となっている。供給単価は１

４７円１５銭（前年度１４６円９９銭）、給水原価は１４０円７０銭（前年度１４７円

１６銭）となっている。総収益は１.１％増加し、総費用は３.２％減少し、最終純利益

は２,６９２万円の増で、５,０８１万円となっている。引き続き、安定かつ良質な水の

供給に向け、施設の耐震対策、ライフライン機能強化、サービス向上を含めた総合的な

事業の取り組みが必要と考える。 

   主要な財政指標の状況については、単年度財政力指数が１.０４（前年度比０.０３ポ

イント減）、公債費率８.３％（前年度比１.０ポイント減）で新規借入を行わなかった

ことなどにより年々着実に減少している。今後も起債の抑制を図るとともに、将来的な
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展望に基づいた計画的な起債に留意されたい。 

   実質収支比率は９.６％（前年度比１.６ポイント増）、経常収支比率は８４.７％

（前年度比１０.９ポイント減）となり８０％を上回っているものの、前年度より大幅

に改善され、健全性が向上している。財源資源の有効活用の徹底を基本としながら経費

の節減と事業の効率化に引き続き努められたい。自主財源比率は７９.５％（前年度比

２.６ポイント増）で平成２２年度以降、上昇を続けている。 

   以上を総括し、平成２５年度は、法人町民税、償却資産などの固定資産税、たばこ税

が大幅に増加したことによって、町税全体でも前年度決算額を上回る増収となり、一部

の財政指標においても改善傾向が見られるなど、リーマンショック後の最悪期を脱した

ものと見受けられる決算内容であった。 

   日本経済は円安、株高を基調としつつ景気回復に向けた動きが維持されるものの、法

人住民税の一部国税化や社会保障関係経費などの義務的経費の増大、さらには消費税率

の引き上げが予定されていることなど、本町の行財政運営に関しては油断を許されない

状況が依然として続くものと見込まれる。限られた財源を有効に活用し質の高い住民サ

ービスを持続的に提供するため、各種施策の推進に努められるとともに、さらなる事務

事業の効率化や行財政運営の指標の見直しなど、住民福祉の向上に一層努力されること

を望むものである。 

   平成２６年８月１２日 

                           幸田町監査委員 羽根渕保博 

                           幸田町監査委員 内田  等 

   以上、簡単でありますが、報告とさせていただきます。 

〔監査委員 羽根渕保博君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   質疑をされる方は、議案質疑通告書を本日午後５時までに事務局へ提出をお願いしま

す。 

   本日は、これにて散会いたします。 

   次回は、９月１１日木曜日午前９時から再開いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

   ここで、１点御連絡を申し上げます。 

   議会広報特別委員会を引き続き開催しますので、委員の方は御出席をお願いいたしま

す。場所は第２委員会室で行いますので、よろしくお願いします。 

   以上であります。 

   御苦労さまでした。 

                             散会 午前１１時４９分 
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